
地域再生計画 

 
１．地域再生計画の名称 
  地域活性化のための担い手の発掘・育成計画 
 
２．地域再生計画の作成主体の名称 
  三好市 
 
３．地域再生計画の区域 
  三好市全域 
 
４．地域再生計画の目標 
 徳島県三好市（以下、「本市」と略）は、平成１８年３月１日、旧三野町、旧

池田町、旧山城町、旧井川町、旧東祖谷山村、旧西祖谷山村の６町村による対

等合併により誕生した。面積は７２１．４８平方キロメートル（県全体の１７．

４％）で、四国一の面積を誇り、北は香川県、西は愛媛県、南は高知県に接し、

四国のほぼ中央に位置するという立地特性から「四国のへそ」とも呼ばれてい

る。 

 面積の約８割以上が森林で山間部を多くしめる本市は、西日本第２位の高さ

を誇る「霊峰剣山」や市の中央部を流れる「四国三郎吉野川」等、豊富な自然

資源や伝統文化を多彩に保有し、年間８０万人の観光客が訪れる、徳島県有数

の観光地でもある。 

 このような地域の特性を活かした本市の基幹産業は、観光産業や農林産業を

中心に農商工等の発展を遂げてきたが、近年、急速に過疎化、少子高齢化、若

者の流出による人口減少等、さらに長引く景気の低迷等により産業界全体が衰

退傾向に陥っていることから、本市を取り巻く環境は、非常に厳しい状況に直

面している。 

 特に、雇用情勢は切迫しており、三好市を管轄するハローワーク三好の平成

２１年２月現在の有効求人倍率は、０．５２倍と全国平均の０．５９倍と比べ

て低い水準にある。 

 このように、地域の産業の衰退に伴う「雇用情勢」の減少が、若者の流出に

よる人口減少の直接的な要因となっており、ひいては地域活力の衰退に繋がる

ことが懸念されることから、本地域が将来にわたり持続的に地域再生を図るた

めには、行政や経済界が一体となって魅力的な雇用を創出していくことが、重

要課題となっている。 
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 このことから、上記課題の解決の為、地域雇用創造推進事業（パッケージ事

業）を実施することにより、重点分野にかかる人材育成等を図り、雇用機会を

積極的に設けることで具体的な雇用を促進していくことを目標とする。 

 
（重点分野） 
・地場産業に関する分野 
・農林業に関する分野 
・観光に関する分野 
・商業振興（中心市街地活性化）に関する分野 
・医療福祉に関する分野 
 
（地域再生計画の目標） 
 地域再生計画の取組を通して、以下の目標を達成する。 

（単位：人） 
 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 計 
新規雇用者数 ５１ ７１ ８１ ２０３ 
新規創業者数 ４ ４ ４ １２ 

計 ５５ ７５ ８５ ２１５ 
 
 
５．目標を達成するために行う事業 
５－１ 全体の概要 
本計画は、本地域の農林業や観光といった既存の地域資源の魅力を再発見・

再構築し、地域のブランド力を強化することにより、雇用の創出と産業の活性

化を図り、地域再生を促進することを目的とする。 
計画の実施にあたっては、三好市独自の取組に加え、地域雇用創造推進事業

（パッケージ事業）を活用することにより、企業の経営改善、販路開拓、合同

就職面接会の実施等を行い、雇用環境の改善や雇用の拡大を図る。 
また、地域の求職者を対象とする人材育成講習を実施することにより、優秀

な人材や若手の人材を確保することにより、地域産業の活性化と雇用機会の創

出を図るものである。 
 
５－２ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業 
    該当なし 
５－３ その他の事業 
５－３－１ 基本方針に基づく支援措置による取組 
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【Ｂ０９０２】地域雇用創造推進事業 
事業実施主体：三好市雇用創造促進協議会 
構 成 員：阿波池田商工会議所、三好市商工会、三好地区雇用対策協議会、 

ＪＡ阿波みよし、三好郡医師会、徳島県、三好市、学識経験者 
Ⅰ 雇用拡大メニュー（事業主を対象）の取組 
 ①雇用力拡大講習会 
  雇用拡大の見込める業界団体や、商工団体の業界別会合と連携し、各分野

の専門家による研修会等を開催することで、経営改善、労務改善、販路開拓

等の労働施策について理解を深め、雇用環境の改善に活用する。 
 ②登録企業徹底支援事業 
  地域雇用創造推進事業の趣旨に賛同する事業所に対し、登録制として運営

する。目標意識の高い企業に対し、雇用計画策定指導をはじめとする諸課題

に対して、専門家による個別訪問を実施し、徹底支援することで雇用の拡大

を図る。 
 
Ⅱ 人材育成メニュー（地域求職者を対象）の取組 
 ①求職者スキルアップ講習 
  求職者やスキル向上を目指す在職者を対象に、基礎力養成と専門知識習得

のための講座を開講する。また、講座参加の求職者には「ジョブ・カード制

度」の活用や「職場体験学習」等を実施し支援する。 
 
Ⅲ 就職促進メニューの取組 
 ①求人情報提供事業 
  ハローワーク、産業雇用安定センター等とタイアップし、高度人材の確保

並びに求人・求職者情報を積極的に提供することで、求職者に対し就職促進

を図る。 
 ②合同就職面接会の開催 
  一般求職者、新規学卒予定者に対し、求人票提出企業の合同就職面接会を

開催することで、雇用の促進を図る。 
 
５－３－２ 支援措置によらない独自の取組 
雇用機会の増大を図るため、基本方針に基づく支援措置を活用するほか、以

下の取組を総合的かつ一体的に行うものとする。 
（１）企業立地促進事業 
  事 業 内 容 ：企業の立地促進を図るため、事業所等の新設・増設する企

業に対して、雇用奨励金等の交付を行い市経済の発展及び
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雇用機会の拡大を図ることを目的とする。 
  事業実施主体：三好市 
  事 業 規 模 ：製造業、情報通信関連業などで、投下固定資産額３千万円

以上、新規雇用従業員５人以上を対象   
 
（２）体験型観光推進事業 
  事 業 内 容 ：農林業、地場産業等の事業従事者や地域住民等が観光イン

ストラクターとなり、修学旅行生や観光客にその地域で農

林業や生活を体験させる「体験型観光」というスタイルの

観光商品を開発し、サービスを提供する。 

  事業実施主体：三好市（そらの郷
さと

山里
やまざと

物語協議会） 

事 業 実 績 ：下表のとおり。 
 修学旅行 

受入校数（校） 
生徒数（人） 受入家庭数（戸） 

平成１８年度 ２ ３４１ ８２ 
平成１９年度 ３ ４３５ １１０ 
平成２０年度 ４ ７４４ １４８ 

 
（３）地域特産品ブランド化の推進とＰＲ・販路拡大 

事 業 内 容 ：三好市の資源や技術を活用し、品質の充実した郷土色あふ

れる特産品を独自ブランド「三好の逸品」として認定し、

市内外に広く周知し、特産品の販売及びＰＲを行っている。 
また、春と秋にはふるさと小包（以下チラシ参照）の発

送や、昨年４月からはインターネットを活用した特産品の

ネット販売もスタートし、三好市の魅力を県内外へ情報発

信し、地域特産品の販路拡大に貢献している。 
 

ふるさと小包 チラシ 

 
 
 
 

 「三好の逸品」ロゴマーク 
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事業実施主体：三好市（三好やまびこふるさと会） 
  事 業 実 績 ：三好の逸品 登録数 １１３品目 
         登録事業所数 ３６事業所 

ふるさと小包発送数 ３００件（平成２０年度） 
 
（４）中心市街地活性化事業 
   ＪＲ阿波池田駅を拠点とする中心市街地は、大企業（日本たばこ産業）

の撤退や過疎化の進行等により、空き店舗が年々増加し衰退している。 
そこで、中心市街地の活性化に関する法律の改正とともに中心市街地活

性化の契機と捉え、現在、中心市街地活性化計画の策定に向け、庁内及び

商工会議所内に推進委員会を設置し、賑わいを取り戻すための事業の展開

を予定している。 
 
（５）観光・物産振興イベント等の充実 
  事 業 内 容 ：地域資源を活用した観光・物産イベントを開催し、観光客

の増加を図る。 
  事業実施主体：三好市、観光協会、三好市商工会、阿波池田商工会議所 
  事 業 成 果 ：徳島県西部地域入込み観光客数 
         ２，５７１千人（Ｈ１７年） 
         ２，４９４千人（Ｈ１８年） 
         ２，５９４千人（Ｈ１９年） 
 
６．計画期間 
  認定の日から平成２４年３月末まで 
 
７．目標の達成状況に係る評価に関する事項 

三好市雇用創造促進協議会において、毎年度、求職者を対象としたアンケ

ート調査等による雇用状況等についての検証を行い、取組に対する評価や改

善すべき事項の検討等を行う。 
 
８．地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項 
  該当なし 
 
  
 


